
①　財政関係

№ 意見・要望 回答

1

　市の財政健全化について、厳しいということは聞いてい
るが道内都市比較でも最下位近くになっている。何時に
なったら健全化を達成できるのか、具体的に分かりやすく
現状について説明願いたい。
　また、地域からの要望はたくさんあり、要望書も毎年出
させていただいているが、厳しい財政状況から足踏みして
いる。財政調整基金はなぜ必要なのか。本当に５億円位必
要なのか。

　これまで、実質収支黒字額の一部を市立病院不良債務解消を目的として支出し、財政健全化計
画の早期達成に努めてきたところです。市立病院事業会計の不良債務総額21億円のうち、解消支
援累計額は、平成24年度末では11億7,700万円となっており、総額21億円に対する進捗率は、
56％となっているところです。平成25年度以降についても、健全化計画における財政推計の範囲
内での厳格な事業執行に努めることで、財政健全化計画を計画のとおり平成27年度に終了させて
いかなければならないと考えております。
　また、財政調整基金については、他市と比較して低い水準にありますので、地方交付税の減な
どの歳入不足や自然災害（大雪や大雨など）などの不測の事態に備えて、標準財政規模(H24 92
億5,112万6,000円)の5～10％の基金積立が必要と考えています。

2

　市職員の削減されている給与は、少なくても団体ラスパ
イレス指数と同程度に回復することを検討していく必要が
ある。財政健全化計画も順調に進んでいるが、計画完了ま
であと３年後にせまっている中、25年度からでも、その後
の計画に向け給与を含め検討すべきではないか。

　一般職の給与の削減については、財政健全化計画の財政推計でその削減効果額を見込んでいる
ことから、計画期間中の給与の回復は考えていないところです。

3
　社会保障費が大幅に上がった。法定外の繰り入れも初め
て行ったが美唄市の財政規模から見てもう少し努力願いた
い。

　国民健康保険会計に対する法定外繰入については、国民健康保険会計の決算状況などを見極め
ながら、慎重に判断したいと考えています。

4
　補正予算の中にアルテピアッツァ美唄指定管理業務の追
加とあるが、これはどういう内容なのか。

　アルテピアッツァ美唄の指定管理者の指定（平成24年度から26年度の3ヵ年）に伴い、当該業
務の委託に要する費用を債務負担行為に追加したものです。　（平成24年議案第51号「平成23年
度一般会計補正予算（第7号）」～債務負担行為補正）

5
　固定資産税や市民税の納入状況について、特に農村地区
と町場の状況はどうなっているのか。

  市税の収入の状況は、個人市民税については、人口の減少や雇用の悪化による給与所得の減少
などにより、減少傾向が続いています。固定資産税については、土地の価格の下落や新築家屋が
少ないことから、評価替えごとに大きく減少している状況であります。また、農村地区と町場の
状況はということですが、地区別の統計は行っておりません。詳しくは、美唄市ホームページの
税→納税→市税概要をご参照ください。または、市役所税務課③番窓口に市税概要の冊子を添え
置きしていますのでご利用ください。

6

　自衛隊駐屯地がある自治体に対して交付金が交付されて
いるが、美唄市にいくら位出ているのか。交付金の使途内
容は。また、「自衛隊地域周辺整備事業」も項目に載って
いるが、これら交付金の分配・使途について、南美唄の代
表を入れてほしい。

平成23年度の防衛施設関連の交付金等は、ゴクドウ川整備に61,206千円、国有資産等所在市町村
交付金他4,384千円、計66,376千円が交付されております。ゴクドウ川整備は大規模な事業とし
て、平成３１年度まで決定されていることから、以降の事業の考え方につきましては検討してま
いります。また、国有資産等所在市町村交付金等については、一般会計に一括歳入予算となり、
いわゆる特定財源ではないことから使途が限定されていないものであります。

平成２４年度美唄市議会報告会における「市政に対する意見・要望」　＜市政＞



②　病院・医療関係

№ 意見・要望 回答

7

　市立病院の収支は赤字が続いているが、患者数や病床利
用率など、計画と実績があまりにもかけ離れている。計画
に甘さがあるのではないか。これまで、黒字化に向けどの
ような努力をしてきたのか。

　病院経営健全化計画がスタートした平成２１年度から２３年度の３年間の経常収支で申し上げ
ますと、２１年度及び２３年度については、経常利益が発生しており単年度黒字となりました。
平成２２年度は経常損失が計画に比べ増加しましたが、概ね計画に沿って推移してきていると考
えております。
　近年、入院及び外来の患者数が計画に比べ減少しており、診療収益が減少傾向にありますもの
の、計画に掲げた収入増加の方策や給与等の削減、費用の縮減策についてはこれまでも継続して
実施してきているところです。

8

　医師会は開業医が多く市立病院の在り方によって自分た
ちの経営にも影響が有ることから医師会の見解には疑問が
ある。指定管理による民営化については検討する要素があ
ると考える。

　市立病院の経営形態のあり方については、平成25年度までに一定の結論が得られるよう進めて
いきます。

9
　医療事務の業務委託や院外処方の実施によるメリット、
デメリットについて。

　医療事務の業務委託のメリットは、専門的な知識を有する職員が勤務することにより、事務の
効率化が図られるほかコスト漏れ対策等が継続的にできることがあげられます。デメリットは、
派遣されている職員であることから業務以外での柔軟な協力が取りにくいといったことなどが一
般的に言われています。
　また、院外処方のメリットは、病院として患者様の薬の待時間解消をはじめ、業務の省力化に
伴う人件費の抑制や薬剤・注射液の在庫を最小限に留め、効率的な管理が行えることがあげられ
ます。一方、患者さま側からは、かかりつけ薬局をつくることで、複数の医療機関から処方され
た薬を１か所の薬局で管理でき、薬の重複・飲み合わせ・量などをチェックできることなどがあ
げらます。デメリットは、患者さまが病院と薬局に行くことになり、二度手間感があるといった
ことや時間外対応ができないといったことがあげられます。

10
　財政健全化計画や病院経営健全化計画を見るとき、詳し
い分析が無く市民の目から見るとわかりづらく誤解を招く
面がある。

　病院経営健全化計画の各年度における決算報告などについては、市内各地域で開催されるまち
づくり地区懇談会や広報メロディー等に掲載するなど、その内容についてお知らせしてきている
ところです。
　これまでも、分かりやすくご覧いただくよう工夫してまいりましたが、今後もより一層の検討
を加え理解しやすい資料の作成に努めてまいります。

11
　市立病院の空スペースの多目的な利用を考えて見てはど
うか。

　これまでの利用例としては、４階病棟の休床スペースに患者・家族の皆さまに広くご利用いた
だける休憩室を設けるなど、スペースの有効活用を行ってきているところです。また、「がん患
者と家族の集い」の活動の場および人工透析患者とその家族で構成する「腎友会」の研修会など
に会議室等をご利用いただいており、今後も病院施設の有効な利用について取り組んでまいりま
す。

12
　地域医療の在り方検討員会での検討内容が市民の耳に
入ってこない。状況はどうなっているのか。

　委員会での検討内容については、広報誌メロディ１月、４月、５月号でお知らせしたほか、市
のホームページでもご覧いただけます。また、保健センター、市役所１階④窓口にも配置してい
ます。



13
　市内の民間医療機関とはどのような連携体制を図ってい
るのか。

 　市立病院に救急外来窓口を一本化していますが、医師会の協力のもと市内の民間病院、診療
所の医師にも救急業務に従事していただいています。
 また、市が設置している介護認定審査会など各種委員会に委員として就任いただくなど保健・
医療・福祉行政の推進の面からも連携を図っています。

14
　市内に２つある総合病院が１つになればもっと充実す
る。市立病院と労災病院の統合の話は全く無くなったの
か。

　市立病院と労災病院の統合の話はありません。それぞれの医療機関が機能分担・連携していく
ことが重要と考えています。

15

　高齢者は複数の診療科にかかることが多い。開業医では
対応できないことから、総合病院としての市立病院は必要
だ。
　健康を守る病院として育てていく必要があり、市立病院
を中心とする地域医療体制を作り上げていくべきと考え
る。
　また、岩見沢・砂川の各病院に行かなくても対応できる
よう設備を充実させるべきではないか。

　市立病院については、基幹的（中核）病院として位置づけることを基本に、今後の病院機能の
あり方など、その方向性を明らかにしていきます。
　地方における医療環境は、医師の地域偏在や小児科、産科、外科など特定診療科の勤務医不足
のほか看護師の確保の困難性も加わり全国的に大きな問題となっています。このため、地域に必
要な医療を確保したうえで、限られた医療資源を最大限活かすとともに、重症医療を安定的に提
供するため近隣中核病院との連携を進めるなど持続可能な医療体制の構築を図っていきます。

16
　救急で砂川市立病院に搬送され、処置を終えた後タク
シーで帰ってくることになったが、救急搬送された場合、
助成等は講じられないか。

　交通費の助成については、現時点で検討しておりません。

17
　診療報酬が見込まれなくなればすぐ退院させられる。高
齢者、低所得者でも利用できる介護、医療施設を充実させ
て欲しい。

　急性期医療に対応する病院は、診療報酬の関係で経営面から在院日数が短縮化されています。
このため、急性期を過ぎて回復期にある患者さんが入院できる病床を市内に確保・強化する必要
があると考えています。
　また、長期療養病床・施設の拡充については、国民健康保険税・介護保険料の負担増にも影響
しますので、今後の高齢者人口の推移や社会保障制度改革に留意しつつ、これらの病床を有する
関係機関と連携を図りながら、長期療養施設の確保を図っていきます。

18
　市立病院の食堂は汚くて食事もできない。もう少しきれ
いな病院にしてほしい。

　来院される方々等のための食堂については、平成１９年度から営業を中止しているところで
す。また、現在の院舎は、昭和４１年に竣工し施設・設備の老朽化が進んできているところで
す。こうした状況の中、病院経営健全化計画期間中であることから、大規模な改修工事等は考え
ていないところですが、清掃等については来院される方々に不快感を感じさせないよう、清掃個
所等工夫しながら取り組んできているところです。

19
　市立病院は美唄市として残したいのか。老朽化した病院
は何年待てばよくなるのか。

　市立病院については、基幹的（中核）病院として位置づけることを基本に、今後の病院機能の
あり方など、その方向性を明らかにしていきます。
　老朽化した病院の対応については、健全化計画期間（平成27年度まで）が終了するまでは、国
の許可や財政的な面から難しい状況にありますのでご理解ください。



③　ごみ処理関係

№ 意見・要望 回答

20
　生ごみの堆肥化は決定しているのか。燃やせるごみの処
理は、今後どうなるのか。

  本年６月に「生ごみ」につきましては、循環型社会に寄与することから堆肥化をするとの方向
性を決定しました。また、「生ごみ以外の燃やせるごみ」については、岩見沢市及び月形町・美
唄市の２市１町による広域処理によって焼却処理を行うこととしております。

21

　生ごみの堆肥は無料となるのか、採算はとれるのか、草
の種などの異物の混入はないのか。また、ごみステーショ
ンのカラスによるいたずらなどがある中、生ごみの収集方
法はどのようにしていくのか。

  「生ごみ」を資源と捉え堆肥化することで、本市の基幹産業である農業者と循環型社会の構築
に寄与することが基本的な考えであることから、採算性は低くなりますが、安価での売却を考え
ているところであります。
また、処理対象物は「生ごみ」のみの予定ですので、種子の混入はないものと考えております。
なお、収集方法につきましては、袋による排出を検討しており、排出場所は既存のごみステー
ション等と考えております。

22

　広域ごみ処理や生ごみ堆肥化の詳細、新たな市民負担や
協力など、廃棄物処理計画の全体的な情報を流されないま
ま、部分的に情報を聞かされても、なかなか納得しがた
い。広域でのごみ処理についての意思決定に際し、その経
緯について市民への周知は十分行ったのか。

  ごみ処理については、市民の皆さんにの生活に直結する問題でありますので、住民説明や情報
発信等について多くの市民の皆さんに周知が図られるように努めて参ります。

23
　広域処理施設の美唄市の負担はどのようになるのか。ま
た、燃やした灰の処理はどうするのか。

  岩見沢市及び月形町・美唄市の２市１町で建設予定の新ごみ処理施設の負担割合につきまして
は、各市町の平成２７年度の計画ごみ量割合で按分することとなっており、美唄市負担割合は全
体の７．８パーセントとなっております。
また、焼却灰につきましては、美唄市に持ち帰り美唄市の最終処分場に埋立処理を行うこととし
ております。

24

　ごみ処理の広域化については、市民の理解と協力が不可
欠であることから、決定後の説明やお願いではなく、適宜
市民の意見などを聞くよう取り組んでほしい。
　また、ごみ処理関係の広報誌を作成し、ふれあいサロン
などにおいて、市民の意見を聞ける場を持つようにしては
どうか。

  ごみ処理については、市民の皆さんとの協働による推進が必要と考えておりますことから、適
宜、ご意見が伺えるよう機会づくりに取り組んで参ります。
また、ごみに関する情報発信につきましても、多くの市民の皆さんの目に触れられ、理解してい
ただけるような手法などを検討して参ります。

25

　広域ごみ処理・堆肥化の市民負担の具体的数字が見えて
こない。これまでのごみ行政に対する不満もある。ごみの
産業を興すなども視野に入れた専門的な見地からの計画検
討を願う。

  ごみ処理経費市民負担割合につきましては、平成１９年度の有料化開始時に２５パーセントと
設定させていただいたところであります。
平成２３年度の市民負担割合は約１５パーセントでしたが、平成２７年度から広域処理や生ごみ
堆肥化処理が始まった場合、更に市民負担割合は低くなるものと推計されることから、今後、市
民負担割合の見直しの検討が必要となるものと考えます。



26

　燃やせるごみと燃やせないごみの分別は最終的に埋め立
て処分地で一緒になっており、持ち込みした場合は分別の
必要がないのではないか、持ち込みの負担をすれば可燃も
不燃も同じではないか。処分場でも分別をすべきではない
か。

  最終処分場に持込まれた「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」については、それぞれ搬入先
を分けております。「燃やせるごみ」につきましては、直接埋立地内に搬入していただいており
ますが、「燃やせないごみ」につきましては、再資源化できる金属類が含まれていること、ま
た、容量が大きいことなどから、破砕による減容及び金属類の選別処理を行うため、前処理施設
に搬入しております。
よって、最終処分場に持込まれる場合でも、「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」の分別は必
要となります。

27 　ごみの収集時間の徹底をしてほしい。（光珠内）
  収集時間の徹底について指導して参ります。なお、収集については、毎回、同じ経路で行って
いるところでありますが、気象条件や交通量の影響により時間がずれてしまうこともありますの
でご理解をお願いします。

28

　通りすがりに車からごみを捨てて行くなど、国道沿いの
ごみステーションの管理が大変である。市でごみ袋に名前
を書く方法は取れないか。(光珠内・進徳）
　また、事業系ごみについて、一般ごみ回収日に分別もせ
ずに出されているが、どのようになっているのか。(進徳）

  市でも各町内会やサンアール推進員の皆さんから、投げ込みごみの対応に苦慮されているとの
相談を受け、対応を検討した結果、現状では、サンアール推進員宛に公共ごみシールを配付して
対応をお願いしているところであります。
ごみ袋に名前を記入する方法で排出している自治体があることも承知しておりますが、排出者の
プライバシーの問題などから本市としましては難しいものと考えております。
なお、「事業系ごみ」につきましても、「家庭ごみ」と同様に分別が必要であることは事業者に
周知しているところでありますが、今後も、分別の徹底について指導等を行って参ります。

29

　廃屋や空き地の周辺で雑草やごみが散乱している。高齢
者が多く町内会での清掃も出来ず、個人的に対応している
が、地域内での清掃であり、春時期だけでもいいのでごみ
袋の無料配布してほしい。（東明）

  公共ごみ回収に伴うごみ袋の無料配布につきましては、個人での清掃活動につきましても対象
となりますので、お手数ですが、市役所１階６番窓口にて公共ごみ申請手続を行っていただけれ
ば配布させていただきます。



④　福祉関係

№ 意見・要望 回答

30

　ゆ～りん館の下の新規介護施設の入居状況は。また、老
人施設の入居料は個人経営でもあり高額だ。低所得者や生
活困窮者でも入居可能な恵風園の施設のような建物が必要
では。
　更に、生活保護者はセーフティーネットがあるが、高齢
者の一人暮らしで生活が不自由な方が、施設に入りたくて
も経済的に入れないので、この方々にもセーフティーネッ
トを考えてほしい。

■東明３区に民間会社によって新築された「サービス付高齢者向住宅　シニアリスペクト１２」
の入居状況は、１１月２１日現在、夫婦世帯用４室に対し２室、単身用２８室に対し１１室が入
居されていると伺っています。
■一人暮らしなど、居宅での生活が困難となった方々が利用する施設として、市内には、養護老
人ホーム美唄市恵風園とケアハウスハーモニーがあり、入所中の費用の自己負担は、それぞれの
方の収入に応じた設定がされており、一定の軽減が図られておりますので、詳しくは市や施設に
お尋ねください。

31
　高齢者の一人暮らしの方々が増加しているが、安否確認
等行政で定期的に巡回できるシステムが必要ではないか。

　市では、民生委員会の協力を得て災害時の対応を迅速に行うため「高齢者・障がい者要援護者
マップ」の作成や、生協の宅配システムと連携した見守りなどの取り組みを行っています。しか
しながら、行政だけの取り組みには限界があります。地域の民生委員の活動や、更には、現在、
町内会で地域支援部など立ち上げ地域で高齢者の見守り等を積極的に行っていこうとする動きも
出始めています。市としてはこのような活動を支援していくとともに、住民が相互に見守りを行
う地域づくりなどを進めていきたいと考えています。

32
　介護保険、健康保険が毎年上がっている感じがする。高
齢者が増えていずれかの時期に保険料が支払えない事態に
なった場合をどのように考えているのか。

　保険税は、医療費の増加により、事業を賄うため必要とする保険税の額は上昇します。国保で
は、特定健診をはじめとし健診受診を推進し、疾病の早期発見や予防に努めることや後発医薬品
の使用推進の啓発を図るなどして医療費高騰の抑制に努めるなどして健全な国保事業の運営を目
指します。
介護保険に要する費用は、国や道、市が半額を負担し、残りを40歳以上の方が負担する介護保険
料でまかなわれておりますが、特に65歳以上の方の保険料は市町村内の介護サービス費用の21
パーセントをまかなえるように算出された「基準額」をもとに決められています。
保険料が多額にならないようにし、介護保険が持続可能な制度としていくため、介護予防などに
積極的に取り組むなど、要介護にならない健康寿命を延ばす施策を今後とも推進していきます。



⑤　除排雪関係

№ 意見・要望 回答

33
　昨シーズンの豪雪を踏まえ、万全の体制を望むが、準備
も含め除排雪体制はどうなっているのか。

  除雪業務については11/1からの除雪業務期間を設定し、また、排雪についても直営排雪体制を
整え準備をしているところであります。
  さらに、昨年の豪雪を踏まえ、危機管理策室が中心となり豪雪対策マニュアルの策定を取り進
めているところであります。

34
　栄幼稚園駐車場の冬場の安全確保のためにも除雪路線の
見直しを望む。（落合）

  路線担当業者や地域の協力を得て、駐車スペースを確保することができました。

35
　東明橋の角に大きな雪山が出来る。見通しも悪く危険で
ある。市道と道道の境の除雪が悪い。（落合）

  北海道と連携し危険の無いような除雪に努めてまいります。

36
　川の防護柵が雪により壊れたままである。これまでは雪
が解けてから直していたが未だ直っていない。（落合）

  今後も、現地を確認し補修して参ります。

37

　道路除雪の回数が少ないため、自分達でも除雪している
が、地域も高齢化し自前での対応も限度に来ている。救急
の場合が生じた際など、とても心配だ。
　地域よって降雪量もさまざまと思うが、除雪の判断とし
てパトロールなど行っているのか。また、除雪の出動に達
した場合、地域ごとの除雪は行っているのか。(東明西）

  降雪状況や気象情報、また、地域により降雪量も違うことから、地域ごとにパトロールを行い
道路状況を把握し除雪作業を行っております。
  今後も、安心して生活できる環境づくりや交通障害の防止に努めて参ります。

38
　雪捨て場がなく苦慮していることから、旧日東連絡所を
解体、撤去してそこを利用させてほしい。（日東）

  旧日東連絡所については、できるだけ早い時期に解体したいと考えています。
  解体後の跡地利用については、地域と協議したいと考えています。

39

　歩道が雪で埋まった際、やむなく車道を歩かなければな
らないが、特に高齢者には滑って危険である。高齢者に配
慮した除雪をして欲しい。また、除雪の技術が悪く、出来
るだけ地域を知っている同じ業者にやっていただきたい。
（日東）

　歩車道の除雪につきましては、降雪状況や路面状況を確認し、地域の実情を考慮し通行の支障
にならないよう今後も努めて参ります。また、年度により業者が変ることもありますが、差異が
ないよう指導して参ります。

40

　市道、道道の除雪により、道路沿いの住宅の間口には大
量の雪の塊を残していく。高齢者の一人暮らしでの除雪は
大変であり、市として巡回して状況把握に努めるなど、対
応をお願いしたい。（我路・進徳）

　新雪除雪につきましては間口処理をしておりませんが、圧雪された道路路面の整正作業の時
に、間口へ大きな雪の塊が入った場合などは、処理をするよう指導しておりますのでご理解とご
協力をお願いいたします。また、高齢者世帯や身体に障害のあるかたのための間口除雪事業があ
りますので、対象条件は有りますがご利用ください。



⑥　市民サービス関係

№ 意見・要望 回答

41
　市民バスの運行、利用状況はどうなっているのか。市民
が利用する交通手段について、今後、十分な議論が必要と
考える。(日東）

　市民バスの利用状況につきましては、人口の減少や自家用車の保有者の増などの要因から年々
減少傾向にあります。
　そうした中、高齢者や交通空白地における公共交通の在り方を検討するため、市では、有識者
や市民団体、関係官庁、事業者などによる協議会を設置し、意見等を伺い平成23年3月に公共交
通に関する計画を策定しました。
　本年度は、計画に基づき東線の循環運行や乗合タクシーの本格運行及び実証運行を実施してお
ります。
　乗合タクシー実証運行終了後は、登録者へのアンケート調査を実施し、今後のより良い公共交
通の運行へ取り組んで参ります。

42

　乗り合いタクシーの実証試験が行われているが、市民に
浸透していないのでは。利用価値はあると思うが登録説明
１回、以後何の情報もなくわからない。
　乗り合いタクシーを本当に必要としているのは説明会に
もこれない方だと思う。もっときめ細やかな対応をして欲
しい。（進徳・日東）

　乗合タクシーにつきましては、我路・盤の沢地区では、現在本格運行を実施しておりますが、
その他の地域については、10月と11月の2ヶ月間限定の実証運行を実施しております。
　実証運行の開始にあたっては、8月上旬より各地域において説明会を実施し、その後、地域集
会や老人クラブ等の会合へ再度説明に伺い、また、個人宅へも伺い説明をしてきたところです。
　今回の実証運行に係る説明会につきましては、8日間、15カ所で実施し、延べ267名の方々に参
加いただきました。

43
　乗り合いタクシーについては、利用されているが、今後
はどうなるのか。

乗合タクシーにつきましては、実証運行終了後に登録者の方々に対しアンケート調査を実施し、
その結果を踏まえて利用者により良い公共交通（市民バス、乗合タクシーなど）へ取り組んで参
ります。

44
　進徳は、12号線の住民は市民バスを利用できない。団地
方面は停留所が各所にあるが、12号線はない。対応できな
いか。

　国道12号線沿線につきましては、中央バス㈱が運行しており、国道路線の運行に関しては競合
を避けるために、市民バスは降車のみとしているところです。

45
　ゆ～りん館の送迎バスについて、日東地区への乗り入れ
について何度か交渉したが実現しない。何とかして欲し
い。

　平成15年に開業したゆ～りん館ですが、近年、新たな温泉施設が開業するなど経営環境が厳し
い状況にあり、平成23年の入館者が当初計画した採算ラインの20万人を下回ったところです。
　こうした厳しい状況を踏まえ、運営を行っている(株)アンビックスでは、営業の強化を図るほ
か、経費の削減などを行って対応しているところです。
　送迎バスについては、平成23年度の運行実績を踏まえ、年間を通じて利用者のいない停留所、
利用者が極めて少ない路線について、全体的な見直しを行うことと合わせ、新たに三笠市内、砂
川市内まで路線を延長することで、採算性を確保しながら、利用者の増加を図ることとしたもの
です。
　日東地区につきましては、年間の利用者が一回平均で一人に満たないため、路線見直しの対象
となったものですが、日東入口で新たに停車することで対応するということでご理解をいただき
たいと思います。
　なお、ゆ～りん館に対する地域からの要望については今後ともゆ～りん館に伝え、対応が可能
なものについては、協議してまいります。



46
　中央バスの利用者減少が進む中、今後の運行が心配だ。
維持継続に対し、行政からの要請をお願いしたい。（日
東）

　中央バス㈱の運行継続につきましては、民間事業者であることから、乗車人数や収益性が大き
な要因となるのは避けては通れないことでありますが、市としましても中央バスが運行している
国道12号線沿線では競合を避けるために、市民バスは降車のみとしているところです。
なお、中央バスへの要請については、年に数回、中央バス㈱と近隣市町とで意見交換会を実施
し、その中で運行要請をしております。



⑦　都市整備関係

№ 意見・要望 回答

47
　エコの丘の処分場について、持ち込みで家庭ごみを持っ
て行っているが、処分場までの道路が極めて整備されてい
ない。雨の日には水たまりで車が埋まりそうである。

　グレーダーによる路面整正及び切込砂利での道路補修をしているところですが、雨の日などの
路面が濡れている状況では有効な補修ができませんので、通行車両にはご迷惑をお掛けすること
もあろうかと思いますが可能な限りの補修をしてまいります。

48

　26年頃から旭通の拡幅工事が一部行われる予定だが、迂
回として東3条北通り（東3条北1丁目～4丁目）間の交通量
が増えると予想されるので道路拡幅が必要と思われる。そ
の対策は。

　東3条通りの道路整備につきましては、物件移転など様々な課題があることから、道路拡幅を
伴う整備は厳しい状況にありますが、整備手法など今後さらに検討して参りたいと考えておりま
す。

49
　まち懇でもお願いしているが、未舗装部分の整備を望
む。また、住吉の坂は砂利を入れても雨で流れるため、舗
装整備をお願いしたい。（落合）

　舗装整備につきましては、各地域より多数の要望が来ているところでありますが、今後も、現
地の状況を確認し調査検討して参ります。

50

　地域の住民が減少しており、道路も荒れている現状であ
る。昔の面影をしのんで来られる方もおられ、あまりにも
さびれた現状に非常に悲しまれている方もいた。せめて本
町の3条、4条通りの水たまりの解消など最低限の維持管理
をしてほしい。（我路）

　今後も、現地を確認しながら路面補修などの維持管理に努めて参ります。

51
　側溝・舗装の整備について南美唄各町内全体で必要な場
所については早く進めてほしい。また、南美唄の舗装率
は。また、廃屋の対応はどうなっているのか。

　南美唄地区の側溝や舗装の整備につきましては、連合町内会と現地を確認し優先順位を決めな
がら計画的に進めております。今後も、地域の実情を聞きながら取り進めて参りたいと考えてお
ります。
相談・苦情が寄せられた廃屋については、可能な限り所有者とも協議し対応をお願いしており、
倒壊した家屋の材料などが飛散する恐れがある場合には現地確認の上、応急的な対応を行ってき
たところです。個人や法人が所有する私有財産につきましては市が財産処分を行えないことと
なっており、国に市が解体撤去を行えるような法整備と財政措置について要望をしております。

52
　農村地域のインフラ整備が遅れている。特に木橋は危険
な状態が見受けられる。農村地域全般の早急な改修をして
欲しい。

　木橋の架け換えなどの改修につきましては、多大な費用がかかることから、修繕により対応し
ているところでありますが、部分的に鋼材を使用するなどの補修方法を検討するとともに、改修
に必要な事業費確保や整備手法について検討して参ります。

53
　自衛隊まで抱えている地域で行政サービス、例えば下水
道整備等はなぜ低いのか。（南美唄）

南 美 唄 地 区 は 下 水 道 整 備 計 画 区 域 で あ り ま す が 、 未 着 手 と な っ て お り ま す 。
当地区は、高齢化さらに人口も減少傾向にあることから、地域の状況や住民の意向を踏まえ区域
の見直しや今後の整備のあり方について、地元連合町内会と協議を進めております。



54

　ずさんな下水道工事による路面のでこぼこが激しい。市
の指導体制はどうなっているのか。
　また、道路パトロール車で各地区を巡回しているが、こ
れら業務の行動日報、報告を受けての対応はどうなってい
るのか。(日東・南美唄）

これまで下水道整備工事を実施した路線で、凍上や地盤沈下等により段差が生じた個所につい
ては、下水道課で現地調査を行い段差解消などの復旧に努めております。 道路パトロールによ
る報告により、道路路面補修方法等を検討し維持管理に努めております。

55

　水道事業について、美唄市は現在２水系を持っている
が、桂沢では多額（100億円）の事業計画があるが、美唄市
も負担することになり水道料金が上がるのではないか。美
唄は美唄に水系があるので単独で対応しては。

　本市水道事業は、美唄水系及び桂沢水系の２水系を水源として水道水の安定供給に努めていま
す。現在の本市の一日最大配水量は、美唄浄水場の配水能力を越えており、美唄水系だけでは水
道水を供給することができないことから、２水系が必要な状況となっています。また、桂沢浄水
場は建設から５０年を経過しており、浄水場の建替え、その財源確保や経費節減のための事業統
合など、様々な検討を進めている状況です。このことから、今後、その検討状況を踏まえなが
ら、水道料金の検討など対応を進めて参ります。

56
　床下浸水する場所があり、市に要望書を上げているが昨
年の回答と同じである。（落合）

　舗装により道路表面水を排水に引き入れるようにする方法で検討しているところですが、現状
ではパトロール等で観察していき、大雨時には土嚢の設置等応急的な対応をしてまいります。

57
　国道拡幅工事が終了したが、照明設備がなく、夜間の防
犯のためにも必要。市から要請して欲しい。（日東）

　国道拡幅工事については、国と地元期成会とで協議を重ね、再三要望を行ってきたものです。
照明灯設置については、照明灯設置基準の下に設置して、事業を完了しており、今後においても
増設する予定はないとの回答を受けております。

58
　福島原発における節電において、各町内会の街灯をＬＥ
Ｄに替えるとした場合、助成はあるか。

　ＬＥＤ街灯への交換につきましては、限度額などの補助要件はありますが、平成23年度から補
助制度の対象となっております。



⑧　教育関係

№ 意見・要望 回答

59
　サンスポーツランドテニスコートの使用料が高く利用し
づらい。他市町と比べても高いと感じる。

　利用団体からの料金設定改善の要望もあり、近隣同種施設の料金水準と設定区分を参考に検討
しているところです。

60

　西美唄小学校が統合となった。茶志内中学校の統合の
際、小学校はできるだけ地域でということであったが、茶
志内小学校についてはどのように考えているのか。（茶志
内中央）

　西美唄小学校については、保護者や地域からの要請もあり、中央小との統合を進めておりま
す。茶志内小学校については、これからの数年児童数が若干増加する見通しもあり、当面、統廃
合の予定はありません。

⑨　その他

№ 意見・要望 回答

61 　職員のグループ制での成果は。
　横断的な協業体制が容易になるなどの一定の成果はみられます。今後においても、検証と見直
しを行っていきます。

62

　管理職が就業時間と思うが床屋にいた。管理職を一般市
民が監督できる機能はあるのか。一般職員も就業時間中、
仕事以外のことをしていたが、チェック機能はないのか。
是正する対応策が必要だ。

　職員は、勤務時間中は職務に専念することとなっており、床屋の件については休暇取得による
ものです。市民が管理職を管理する機能はありませんが、職員の執務姿勢については、今後、指
導を徹底していきます。

63
　閉庁時、電話連絡が取れなかった。管理体制がなってい
ない。 非常時が心配だ。万全を期していただきたい。

　閉庁時は、当直での対応となりますが、巡回時による不在の場合でも電話の対応につきまして
は、携帯電話へ転送されるようになっております。

64
　市民課保険年金グループのヘルシードック案内につい
て、必要以上の案内は市財政の圧迫になると思う。

　国保では生活習慣病の状況を確認し、予防し健康の維持又は適切な医療受診していただくた
め、対象の方へ毎年の受診券を送付し、年に1度の健診受診の推進を行っております。また、保
健推進員への協力依頼やパンフレット、ポスター等の配置など様々な機会を利用し広報し受診の
ご案内に努めております。

65
　生活館の管理費が切られている状況であるが、地域コ
ミュニティ場所でもあり、引き続き支援をお願いしたい。

　２５年度は今年度と同様にしたいと考えています。
　２６年度以降については改めて地域と協議したいと考えています。

66
　市民からの要望など、対応のスピード感が感じられな
い。もっと誠実に対応してほしい。

　市民の皆様からの要望などに対しては、今後とも誠実かつスピーディーな対応に努めます。

67
　青少年育成協から町内会に、負担金の協力依頼があった
が、これについて市が分担してもよいのではないか。

　市では、各地区青少年育成協議会（７協議会）に対し、運営並びに実践活動に要する経費とし
て基準を設けて交付金を交付し、各地域における青少年の健全育成の取り組みを支援していま
す。各協議会が実施する事業はそれぞれ独自に取り組んでおり、必要な財源について団体や町内
会等の支援を受けているものです。



68
　共同募金の活動に、半ば強制的な部分を感じるが行政と
してどう見ているのか。

　赤い羽根協働募金は、社会福祉協議会内の共同募金委員会にて、毎年10月から１２月に期間を
定めて、街頭募金・町内会（戸別募金）・企業（大口募金）など、広く市民の皆様のご協力をい
ただいて運動しており、社会福祉協議会での市民ふれあいまつり事業やボランティアスクールな
どに使用されております。市民の皆様に、自分の街をよくするため、温かいご支援をいただくも
のです。募金に際し違和感を感じられた点については、市としても実施主体に対し募金運動の手
法について、市民から意見があったことをお伝えいたします。

69

　特別会計・企業会計の内容について、市民が理解しやす
い方法はないのか。また、市職員から担当する事業につい
て伺ったところ、満足な説明が得られなかった。市民が納
得できる説明が出来るよう教育して欲しい。（南）

市民の皆様にわかりやすく丁寧な説明に努めてまいります。また、そのように指導してまいり
ます。

70

　市の事業で宮島沼に関するパブリックコメントの結果に
ついての計画書をいただいたが、資料代の請求があった。
過去にはなかったと思うが、何か規定でも変わったのか。
(南）

　美唄市情報公開条例に該当する公文書である場合、同条例第１９条（費用の負担）に基づき公
文書の写しの交付に要する費用が、公開請求者のご負担となる旨説明をさせていただき、これを
参考に、ページ数が多いことから、ご自身でコピーをとっていただいたとの主旨であります。

71

　大富消防会館を利用しようとしたが、大雪により入り口
戸が補修され中に入れなかった。今後、何かあった場合、
連合会に連絡をいただきたい。また、会館近くに駐車ス
ペースがあり大型車など利用しているが、ごみが捨てられ
る。地元で対応しているが、物財費等行政支援をお願いし
たい。

　当施設につきましては、平成19年4月の消防分団統廃合により閉鎖しております。今後におき
ましては連合会への連絡を密にし、適切な管理に努めて参りたいと考えております。

72

　我路地区はさびれてきているが、まちに移ればいいとい
われるが、こんなに住みやすいところはなく、鹿もでるが
可愛いぐらいであり、なんとか暮らし続けることができる
ようお願いしたい。

　本市の高齢化率は、Ｈ24.10.1現在、34.6％で、市内25の地域では、4つの地域が50％を超え、7つの地
域が40％台、うち5つは45％を超えている状況にあります。今後は、人口減少と併せて、さらにいくつかの
地域で、高齢化率が50％を超えることが考えられます。このように、過疎化・高齢化が進む中、まちなか
居住と併せて、集落機能を維持していくことが必要であるため、市民の皆様の身近な交通手段で地域住
民の足として、公共交通の再編による乗合タクシーの運行や出前講座による健康指導の取組みのほか、
市役所の支所機能を維持するなど、安全で安心して住めるまちづくりに努めて参ります。

73
　人口減少が心配される中、人口減対策の一つとして、結
婚祝い金的な制度はつくれないか。

　日本の国の未婚率は、1970年代後半から男女ともに各年齢層で急激に上昇し、現在の少子化の
要因の１つとして指摘されているところでございます。その背景といたしましては、結婚観や価
値観など個人の意識の変化などのほか、近年は、非正規雇用の増加や収入面での不安などがある
ものではないかと考えられているところでございます。
　こうした社会情勢の中で、結婚祝い金等の助成制度の有無が即結婚に結びつき、それにより子
どもが増え、本市の人口増加に直結するものとは考えにくいところでございます。
　市では人口増加対策の一環として、本年度から市外在住者が、住宅の新築や中古住宅を購入し
て美唄市内に転入した場合、150万円を限度に助成する制度を新たに創設し、現在17件のお問い
合わせがあり、その内の3件が申請に向けて準備を進めているところでございます。
　社会全体として人口減少が進む中で、市としても、移住・定住に係る様々な施策を実施すると
ともに、庁内関係課とも連携しながら、対策に努めて参りたいと考えております。

74

　若い世代が住みやすい環境整備を進めていただきたい。
由仁町では子どもを持つ世帯に土地を提供するなどの移
住・定住対策に取り組んでいるが、美唄市の取組み状況と
実績について。

　市では、本年度から市外在住者が美唄市内に転入し、土地付きの新築又は中古住宅を取得され
た場合、一定の要件のもの、150万円を限度に助成する制度を新たに創設し、近隣市町を含め、
市外からの人口増加対策に取り組んでいるところでございます。この制度には、子育て支援加算
として20万円を含むなど、若い世代にも焦点を当てて施策を推進しているところでございます。



75

　移住・定住対策に取り組んでいるが、近隣市町村で働く
人たちが美唄市から通勤できるような特色ある施策も必要
ではないか。美唄市内居住者の他市町村へ就労、他市町村
居住者の市内就労など、就業者の動向に関するデータ収集
はしているのか。

　就業者の動向に関するデータ収集につきましては、現在のところ、本市独自では実施しており
ません。
　本年度から市外在住者が美唄市内に転入し、土地付きの新築又は中古住宅を取得された場合、
一定の要件のもの、150万円を限度に助成する制度を新たに創設し、近隣市町を含め、市外から
の人口増加対策に取り組んでいるところでございます。
　今後につきましては、本制度を様々な機会にＰＲするとともに、必要に応じて制度の改正につ
いても検討するなど、より実りある制度にして参りたいと考えております。

76
　個人情報の取り扱いについて、会員名簿を作成する町内
会の名簿管理者等を対象とした講習会を企画してはどう
か。

　自治組織代表者会議等で行うなど、検討してまいります。

77
　活断層による美唄ダム、東明公園の池の崩壊などによる
災害が心配されるが、震災から１年７ヶ月が経過し、石狩
川以外の災害対策についてはどうなっているか。

　美唄ダムの耐震性については安全性が確保されていると北海道の方に確認しており、震度４以
上の地震が発生した場合には、ダムの点検が行われることになっております。道内のため池等の
耐震調査事例はないと伺っており、東明公園の池堤体の耐震診断につきましても行ってはおりま
せん。今後も、定期的なパトロール等を実施し、観察しながら検討して参りたいと考えておりま
す。
小中学校の耐震化については、耐震診断の上耐震性がない建物については耐震改修工事を終えて
おります。民間住宅については無料耐震診断を実施しているほか、平成２４年度から木造住宅耐
震改修促進助成制度を設けたところです。市民のみなさんへは防災に関する出前講座や消防署と
連携した講習会の開催など防災対策に向けた情報提供や相談に努めてまいります。



78
　避難場所の見直しについて、落合地区は現在の避難場所
までの間に小さな橋が２カ所あり、橋が通れなくなった場
合不安である。

　落合地区の近くの地区別避難場所は落合生活館ですが、周辺に指定できる施設等はないことか
ら、緊急一時広域避難場所の設置を含め検討してまいります。

79
　この地域の避難場所が変わった。また、竜巻への対応が
出来る避難場所が少ないと思われ不安である。（ゆたか会
館）

　テレビなどの気象情報で竜巻注意報が発表された場合の注意や避難について、気象庁から「竜
巻から身を守る～竜巻注意情報」のリーフレットなどが出されておりますので市民のみなさんへ
広報紙やホームページを通じ対応について周知に努めてまいります。

80

　旧光珠内中央小学校及び教職員住宅の処分について、有
効な活用方法がなければ、今後、解体を含めて検討すると
のことであるが、解体後の跡地利用も含め、年次的な計画
というものは持っているのか。

　教職員住宅及び資料室（物置）については老朽化が著しいことから、できるだけ早い時期に解
体したいと考えています。
　校舎及び跡地の利用についてはコミュニティ施設審議委員会で検討しており、年度内に決定を
したいと考えています。



81
　旧西美唄小学校校舎の老朽化がはなはだしく、防犯、景
観面などで問題だ。解体撤去をして欲しい。

　煙突が倒壊するなど老朽化が著しいことから、できるだけ早い時期に解体したいと考えていま
す。

82

　夜間、地域住民は外出しないが、よその若い人たちが集
まり車やバイクで騒がしくしている。空き家への侵入など
の実態もあり、防犯・防火上で大変心配している。警察に
も通報したことがあるが、そのときだけである。（我路）

　警察にパトロールしていただくよう、要望していきます。

83
　企業誘致について、太陽光発電・水道管発電等、脱原発
に向けた取り組みを支援し、企業誘致を図っては。

　現在、節電対策にもつながる雪冷熱エネルギーを活用した「ホワイトデータセンター」構想を
基にデータセンターの誘致活動を重点的に行っております。また、太陽光発電（メガソーラ）も
誘致に必要となる諸要件等の情報収集に努めているところです。なお、水道管発電につきまして
は、浄水場から送られる配水管の流量を勘案し、本市にはなじまないと考えているところです。

84 　中国大連市との今後の交流の見通しについて。

　中国大連市については、平成15年に大連市の一行が美唄市を訪問し、その後平成21年、大連市
からの招聘により商工会議所会頭を団長とする一行が大連市を訪問し、大連市商業連合会と美唄
商工会議所が有効関係提携協定書を締結し、平成22年には大連市、商工会議所が相互に訪問、平
成23年には、商工会議所が中心の交流視察事業に市として参加し、平成24年に、大連市の一行が
本市を訪問したところです。
　今後におきましては、観光客の誘致や物産交流など、本市の特産品のPRや販路拡大に向け、大
連市に限らず、東南アジアを中心とした地域に対して、広く交流を進めていくことが必要である
と考えており、様々な機会をとらえて観光情報などの情報の発信を行ってまいります。

85
　飲食店の情報誌はあるのか。活性化のためにも作って欲
しい。

　以前、料飲店組合が作成した「ナイトマップ」がありましたが、現在は、「美唄イラストマッ
プ」の中で市内中心部のレストラン、美唄焼き鳥の店などの飲食店を紹介しています。
　飲食店の情報紙は、「食にこだわったまちづくり」を進める上で、市外から来られる方々に美
唄の「食」をPRするためにも必要と考えておりますので、料飲店組合などの関係団体などと協議
し、検討してまいりたいと考えております。

86
　本市の基幹産業活性化につながる農産加工品など付加価
値を高めるよう、行政がもっと積極的に育成やＰＲをして
欲しい。

　農商工連携及び農業者等による６次産業化への取り組みを促進するため、国や道などの助成制
度を紹介するとともに、平成２３年度から本市においても農商工連携推進助成事業を新たに設
け、地元農産物等の高付加価値化を図る取り組みがより行いやすくなる環境づくりに努めている
ところであり、現在５件の事業認定を行い地元農産品を活用した新たな商品化への取り組みが行
われております。市といたしましては、地元の農産物等、地域資源を活用した新たな商品化への
取り組みを積極的に支援して参りたいと考えており、助言や支援制度の活用、さらには商品化さ
れたものが皆様の目に止まるよう関係団体等とも連携を図り、積極的にＰＲを行って参りたいと
考えております。

87
　地域の活性化ということで、農産物の販売等が進徳で取
り組まれているが、店舗がない茶志内にもアンテナショッ
プをつくっては。

　現在、地域の代表団体が協力して農産物等の直売所設置に向けた準備を進めておりますので、
市としてはこれらの取り組みを支援して参りたいと考えております。



88
　「食の駅構想」はどうなったのか。美唄産農産物のＰＲ
はしているのか。

　平成２１年９月に策定した「食の駅基本構想」の取扱いについては、「食にこだわったまちづ
くり」を進めていくことが必要であると考えておりますが、その手法として、必ずしも「食の
駅」が必要であるとは考えておりません。このため「食の駅基本構想」については、現在取り組
んでいる食にこだわったまちづくり関連事業等の成果を踏まえ「食にこだわったまちづくり市民
推進会議」にお諮りし、その結果をもとに、総合的に判断してまいりたいと考えております。
また、地元農産物のＰＲ等は、インタ－ネットを利用した情報発信や各農協などと連携し札幌や
首都圏方面で行われるイベント等で直売するなどの取り組みが行われております。

89

　茶志内の工業団地に関して、新たな企業の誘致などにつ
いてはもう見込まれていないのか。また、農道空港につい
ては、あまり活用されていないように思うが、工業団地の
用地なども活用したイベント開催など、美唄を売り込むた
めの何か夢のある取り組みを行ってはどうか。

　企業誘致については現在、データセンターの誘致を重点に置き、積極的に誘致活動を行ってお
ります。また、農道離着陸場の利活用については単にイベント会場として活用するだけではな
く、さらに有効活用が行えるよう管理体制のあり方を検討しているところです。
農道離着陸場は、近年民間機の乗入れ・スカイスポーツ利用・イベント利用が増加傾向にありま
す。スカイスポーツでは、モーターグライダー等の乗入れ、イベント利用では、「よさこいソー
ラン祭り」参加者の練習、クラッシックカーの展示、ソーラーカー及び電気自動車の試走、道警
車両走行訓練などが行われており、今後は、このような多目的利用をさらに促進し、地域振興に
つなげてまいりたいと考えております。



90 　専修大学の施設や跡地はどうなるのか。

　短大施設の動向は、本市のまちづくりを大きく左右する重大な問題であり、有効な活用が図ら
れることを全市民が期待しているものと考えております。このことから、今後の短大施設の活用
策について、美唄市・美唄市議会・美唄商工会議所・専修大学北海道短期大学後援会の4者で、
大学との連携による地域産業の振興及び未来を担う人材の育成やまちづくり、また、学生人口や
交流人口の増加による地域経済の活性化などが大きく期待される短大施設の有効活用策を協議し
て参りました。本年11月21日に、学校法人専修大学に対し、美唄市・美唄市議会・美唄商工会議
所・専修大学北海道短期大学後援会の4者の連名で、現在の短大施設を専修大学の北海道キャン
パス（分校舎）として学校法人全体で活用頂くことを第一として、併せて、付属施設等として、
自然科学系の教育研究を進める常設の研究施設(専修大学自然科学研究所分室)及びセミナーハウ
ス機能を備えた場として、また、体育館、グランド等のスポーツ施設及び相馬記念館について
は、合宿機能を備えたスポーツ交流施設として活用頂く内容の要望書を提出したところでありま
す。今後につきましては、学校法人専修大学側の回答をもとに4者による協議を行いながら、学
校法人専修大学と意見交換を行って参ります。

91
　道道美唄富良野線が2020年頃までには開通するだろう。
開通に当たって観光面で何か企画を立てているか。

　美唄富良野線の開通により、交通量が増え、美唄ダム、炭鉱メモリアル森林公園、美唄国設ス
キー場、アルテピアッツァ美唄、東明公園、ゆ～りん館などを訪れる観光客も増加することが期
待されています。現時点では観光施策として具体的な企画は立てておりませんが、美唄富良野線
を通行するだけでなく、市内に立ち寄っていただくことが必要と考えておりますので、今後、検
討してまいりたいと考えております。

92
　有明線（道道美唄富良野線）東2条北4丁目の高架下が企
業のごみの置き場になっている。土現の管轄であるが美唄
市内であり、市としての監督責任は。

　現場を確認して、北海道の担当所管に要望いたしました。

93
　旧茶志内中学校グランドを公共工事の残土置き場となっ
ているが、不審物が投棄されているようだ。市としてしっ
かり確認して欲しい。

　当該用地は国道拡幅工事の盛土置き場として北海道開発局に貸与し、盛土に使用する土の搬
入、搬出を行っていたものであり、１１月中旬で終了しています。　なお、来年９月頃から国営
換地事業の客土置き場として使用することになっています。

94 　美唄にも放射能が検出されると思うが測って欲しい。 　市では測定していませんが、北海道が各振興局敷地内にて測定しています。

95
　節電が一般市民にばかり向けられる。電力を多く使うパ
チンコ店やコンビニにも対応してもらうよう、市から協力
要請されることを望む。

　一般市民向けの節電のお願いのほか、事業者向けに北海道電力から節電に関する広報もされて
おります。市においても広報紙やホームページを通じ節電の要請を行ってまいります。

96
　有害獣の対策については、アライグマ、シカ、キツネの
ほか、防風林のカラスについても畑の被害があるので、対
応していただきたい。

　エゾシカ、アライグマ等による農作物被害防止やヒグマによる生活被害防止のため、アライグ
マ用箱わなの貸し出しを行っております。北海道猟友会美唄支部に駆除業務を委託しているほ
か、また、平成２３年に美唄市や各農協、北海道猟友会美唄支部などで構成する「美唄市鳥獣被
害防止対策協議会」を設置し、協議会が中心となって国の事業も活用しながら「電気さく」、
「くくりわな」も導入したほか、鳥獣出没箇所の草刈りやエゾシカの一斉捕獲も行って被害防止
に努めておりますので、何かありましたらご相談ください。またカラスにつきましては、北海道
猟友会美唄支部に生活環境に係る被害の防止及び農林畜産物被害の防止のためのパトロール及び
捕獲業務を委託して対応しているところであります。


